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公共下水道事業概要 

 

Ⅰ 公共下水道事業について  

〇 県内最大河川である「肱川」の優れた水環境を保全することは、大洲市民にと

って重要な課題であり責務であることから、市民生活の環境整備と公共用水域の

水質保全を図るため、公共下水道の整備を市の重点施策に位置付けて、事業を推

進しているところです。 

〇 当事業は、昭和６３年度から肱南処理区の事業に着手し、現在までに事業計画

区域１０１．２ｈａのうち、山林部分を除く区域の汚水管渠の整備（面整備）を

ほぼ完了しており、令和２年度末での水洗化率は９１．１％、接続率は８９．５％

になっており、現在は水洗化率及び接続率の向上に努力しているところです。 

〇 肱北処理区については、平成１０年度から事業に着手し、現在は、事業計画区

域１９１.２ｈａの汚水管渠の整備（面整備）を実施中で、令和２年度末までの

汚水管渠の面整備率は６７．９％、水洗化率は４０．４％、接続率は３６．７％

となっています。 

今後も、引き続き肱北処理区の早期完成を目指すとともに、接続率の向上に努

めていきたいと考えております。 

〇 また、人口の減少や厳しい財政状況など、下水道事業を取り巻く環境は大きく

変化してきており、さらに効果的な汚水処理施設整備を進めていくために、全体

計画の見直しが必要になったため、平成２８年度に全体計画区域及び事業計画の

見直しを行いました。 

 

Ⅱ 事業の概要について  

○ 事業内容（規模等） 

 全 体 計 画 事  業  計  画 

肱南処理区 肱北処理区 肱南処理区 肱北処理区 

計画処理区域 １０１.２ha ２３４.７ha １０１.２ha ２０７.２ha 

計画処理人口 ２,０９０人 ５,２８０人 ２,６４０人 ５,５００人 

計画汚水量(日最大) １,１００㎥ ３,３５０㎥ １,４００㎥ ３,３５０㎥ 

排 除 方 式 分 流 式（汚水と雨水を別々の管に流す方式）  
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公共下水道事業受益者負担金 

 

Ⅰ 受益者負担金制度について  

○ 公共下水道事業は、下水道整備により利益を受ける人（地域）が限定されるた

め、その利益を受ける方々に対して、事業費の一部を負担していただいています。 

○ この負担金により、安定した財源の確保を図り、もって事業の計画的な推進に

資することができます。この負担金制度の名称が「受益者負担金制度」です。 

 

Ⅱ 受益者負担金制度の概要について 

１．負担金の対象となる土地 

○ 下水道整備区域内の土地のすべてが負担金の対象となります。 

 ※賦課対象区域 … 別図（Ｐ３）に示した区域が対象です。 

 

２．負担金を納める人 

○ 下水道整備区域内にある土地の所有者です。 

※その土地が地上権、質権、使用貸借、賃貸借などの目的となっている場合は   

その権利者が納めます。 
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３．負 担 金 の 額 

○ 所有する(又は権利を有する)土地の面積に、単位負担金額を乗じて算出します。 

○ 肱北処理区の単位負担金額は、肱南処理区の負担金額『３７０円／㎡』と同額

に決定しております。 

 

４．負担金の賦課時期 

○ 当該区域を供用開始しようとする当該年度の年度当初です。 

○ 納付者や負担金額等の決定は、土地の所有者（又は権利者）の申告に基づいて

行われます。 

 

５．負担金の納付方法 

○ ５年間の分割納付で、更に１年を４期の納期に分けて納付していただきます。

（全２０期）。 

○ なお、一括納付された場合は、納付された納期に応じ一定の割合を乗じた金額

を前納報奨金としてお支払い（差し引いて納額）いたします。 

※負担金の各年度の納期 

第１期   ８月１日 から  ８月末日 まで 

第２期 １０月１日 から １０月末日 まで 

第３期 １２月１日 から １２月末日 まで 

第４期 翌年２月１日 から  ２月末日 まで 

 

６．負担金の徴収猶予 

○ 災害、盗難その他の事故等が生じたことにより、納付が困難と認められる場合

や、土地等の状況により徴収を猶予する必要があると認められる場合には、一定

の期間、徴収を猶予します。 

《別表１＝猶予基準：参照》 

 

７．負担金の減免 

○ 国、県、市等の公有地にも賦課されますが、土地の状況等により減免措置が行

われます。 

《別表２＝減免基準：参照》 
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（別表１） 

受益者負担金徴収猶予基準 

徴収猶予の対象事項 被害等の程度 徴収猶予期間 摘    要 

１ 裁判上の係争地に係

る受益者 

係争が終結するまで  

２ 災害により家屋に被

害を受けたとき。 

震災風水害 

 ３割以上 

 ５割以上（半壊） 

 ７割以上（大破） 

 全  壊 

 

６月以内 

１年以内 

１年６月以内 

２年以内 

 

公の罹災証明書

を添付すること。 

火災 

 ３割以上 

 半焼以上 

 全焼以上 

 

６月以内 

１年以内 

２年以内 

 

公の罹災証明書

を添付すること。 

３ 盗難にあったとき。 (1) 10 万円以上 

(2) 30 万円以上 

(3) 50 万円以上 

(4) 100 万円以上 

６月以内 

１年以内 

１年６月以内 

２年以内 

警察の盗難届出

証明書を添付す

ること。 

４ 受益者又は受益者と

生計を一にする親族が

病気又は負傷により長

期療養を必要とすると

き。 

(1) １年以上 

(2) ３年以上 

１年以内 

２年以内 

医師の診断書を

添付すること。 

５ 公簿及び課税地目が

農地等であるとき。 

 宅地化される

まで 

 

６ その他 市長が必要と認めたとき、その都度市長が決定する。 

 



 - 7 - 

（別表２） 

受益者負担金減免基準 

区          分 内          容 
減免率 

(％) 

１ 国又は

地方公共

団体が公

用に供し

又は供す

ることを

予定して

いる土地 

(1) 消防用施設用地 消防車庫等 100 

(2)  学校用地 

（管理者、職員

の住居に使用する

敷地を除く。） 

小学校、中学校、高等学校、高等専門

学校、大学、盲学校、聾学校、養護学

校、幼稚園 

75 

(3) 社会福祉施設 

 （管理者、職員

の住居に使用する

敷地を除く。） 

社会福祉事業法第２条に基づく社会福

祉事業施設 

（保育所、母子寮、老人ホーム等） 

75 

(4) 警察法務収容施

設用地 

刑務所、留置所。少年院、婦人補導所、

少年鑑別所 

75 

(5) 一般庁舎用地 裁判所、警察署、県庁、市役所等一般

庁舎 

50 

(6) 病院用地 国立病院、県立病院、市立病院 25 

(7) 公務員宿舎用地 職員寮、公舎等 25 

(8) 公営住宅用地 県営住宅、市営住宅 25 

(9) その他の土地 図書館、公民館、体育館、青少年セン

ター、県民館等 

75 

２ 国又は地方公共団体が、その

企業の用に供している土地 

（国）造幣局特別会計、印刷局特別会

計、林野庁特別会計、郵政事業特別会

計に属する行政財産 

（県）地方公営企業法に基づく企業に

属する財産 

（水道事業、電気事業、ガス事業等） 

25 

３ 国又は地方公共団体が、公共

の用に供することを予定してい

る土地 

道路、公園、水路、遊園地等の目的と

なる土地 

100 

４ 国又は地方公共団体が所有す

る普通財産である土地 

国、県、市の普通財産 0 

５ 学校教育法第１条に規定する

学校で、私立学校法第３条に規

定する学校法人が設置するもの

で、教育の目的に使用している

土地（管理者、職員が住居に使

用する土地を除く。） 

１の(2)に準ずる 75 
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区          分 内          容 
減免率 

(％) 

６ 社会福祉事業法第２条に規定

する事業で、同法第 22 条に規定

する社会福祉法人が経営する施

設用地（管理者、職員が住居に

使用する土地を除く。） 

１の(3)に準ずる 75 

７ 宗教法人法第２条に規定する

神社、寺院、教会などの宗教法

人が、同法第２条に規定する目

的のために使用する土地及びこ

れに類する土地（管理者、職員

が住居に使用する土地を除く。） 

 

(1) 墓地 

 

 

100 

 

(2) 境内地 

 

75 

８ 鉄道用地 (1) 踏切 100 

(2) 駅前広場 100 

(3) 軌道用地 100 

(4) 駅舎、プラットホーム 25 

(5) その他 25 

９ 生活保護法により、生活扶助

を受けている者が所有又は使用

する土地 

生活保護法による生活扶助を受けてい

る者 

100 

10 文化財である土地又は建物、

その他の工作物の土地 

文化財保護法及び文化財保護条例によ

り指定された文化財及び文化保存のた

めの施設 

100 

11 自治会等が管理する施設に係

る土地 

集会所、消防用施設に供されている土

地 

100 

12 公共の用に供している私道 両端が公道に接し、公衆用道路の形態

を有し、私権を行使されないもの 

100 

13 その他市長が特に必要と認め

た土地 

 その都

度市長

が認定

する。 
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公 共 下 水 道 使 用 料 

 

Ⅰ 使用料について  

○ 公共下水道の供用が開始されますと、「処理区域」内のご家庭では、汚水を公

共下水道に直接流すための排水設備を設置することや、汲み取り便所の場合は、

水洗トイレに改造することが義務付けられており、下水道施設を維持管理するた

めの費用が必要となるため、排水設備を設置された方（水洗トイレに改造された

方も含む）から使用料を徴収します。 

 

Ⅱ 使用料の法的根拠について 

○ 下水道は地方自治法第２４４条に規定する「公の施設」に該当するもので、公

の施設については同法第２２５条の規定により「使用料」を徴収することができ、

地方自治法第２２８条第１項により市の条例で定められています。 

 

Ⅲ 下水道使用料について 

１．使用料の体系 

○ 経営の安定性を確保するため、使用水量に依存しない「基本使用料」と、使用

水量に応じて支払額が増大する「従量使用料制」を採用しています。 

○ また、「従量使用料制」には、使用水量の増加に応じて使用料単価が高くなる

「累進使用料制」も取り入れています。 

 

２．汚水量の認定 

○ 上水道給水量をもって汚水量とみなすこととしています。 

○ その他の水（井戸等）を使用した場合は、その使用水量によるものとし、上水

道の使用実態に準じて認定することとしています。 
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３．下水道使用料 

下水道使用料         （消費税抜き） 

汚水の種類 
使 用 料（１月につき） 

基本水量 基本料金 超 過 料 金（１㎥につき） 

一般汚水 ８㎥ ８００円 

８㎥を超え２０㎥まで １３５円 

２０㎥を超え３０㎥まで １４５円 

３０㎥を超え５０㎥まで １５５円 

５０㎥を超え 100 ㎥まで １６５円 

100 ㎥を超え 1,000 ㎥まで １７５円 

1,000 ㎥を超えるもの １００円 

浴場汚水 １㎥当たり ２７円 

 

下水道使用料金早見表        （消費税込） 

使用
水量 

下水道 
使用料 

使用 
水量 

下水道 
使用料 

使用 
水量 

下水道 
使用料 

使用 
水量 

下水道 
使用料 

～8 880 円 19 2,513 円 30 4,257 円 41 6,132 円 
9 1,028 円 20 2,662 円 31 4,427 円 42 6,303 円 

10 1,177 円 21 2,821 円 32 4,598 円 43 6,473 円 

11 1,325 円 22 2,981 円 33 4,768 円 44 6,644 円 

12 1,474 円 23 3,140 円 34 4,939 円 45 6,814 円 

13 1,622 円 24 3,300 円 35 5,109 円 46 6,985 円 
14 1,771 円 25 3,459 円 36 5,280 円 47 7,155 円 

15 1,919 円 26 3,619 円 37 5,450 円 48 7,326 円 

16 2,068 円 27 3,778 円 38 5,621 円 49 7,496 円 
17 2,216 円 28 3,938 円 39 5,791 円 50 7,667 円 

18 2,365 円 29 4,097 円 40 5,962 円 100 16,742 円 
 

使用水量の決め方 

・水道水の場合 → 水道水の使用水量とします。 

・井戸水の場合 → ３人までの世帯は、１人につき８㎥、４人以上の世帯は、４人

目から１人につき４㎥とし、加算します。 

・併 用 の 場 合 → 井戸水で算出された水量の１／２と水道水の使用水量を合算し

たものとします。 

○下水道使用料のお支払いは、次の方法により納付することができますが、より便利

な口座振替をご利用ください。 

・口座振替 … 指定金融機関から口座振替で納付する方法です。 

・納付制 …… 納付書によって指定金融機関で納付する方法です。 
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排 水 設 備 の 設 置 
 

Ⅰ 設置の意義について  

○ 公共下水道が整備され、終末処理場で下水の処理が開始されるようになります

と、「処理区域」内のご家庭では、供用開始の日から６ヶ月以内に汚水を公共下

水道に直接流すための排水設備を設置していただくことになります（下水道条例

第４条）。 

○ 排水設備は、排水管や接続ますなどからなっており、各家庭から出る汚水を直

接公共下水道へ流すための設備で、個人で設置し管理を行っていただくことにな

ります。 

○ なお、汲み取り便所の場合は、供用開始の日から３年以内に、公共下水道に直

接流す「水洗トイレ」に改造していただくことにもなっています（下水道法第１

１条の３）。 

【排水設備の設置例】 

 

（公私境界） 

       公 道 

 

 

 

 

 

 

 

排水設備             公共下水道 

（個人で設置・管理する部分）     （市で設置・管理する部分） 

 

 

 

 

 

 

浴槽 

トイレ 

接続ます  排水管  公共ます 下水本管 

排水管 

台所 
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○ 水洗化工事（排水設備工事）は、建物の所有者に義務付けられています（下図

の例を参照）。また、この工事は、排水設備工事について知識・技能を有するも

のとして大洲市が指定した「排水設備指定工事店」でなければ出来ないように条

例で定められていますので、必ず指定工事店に依頼してください。 

 

例－１ 例－２ 例－３ 

 

 

 

 

 

  

土地所有者(Ａ)、建物所有者

(Ａ)、居住者(Ａ)が同一の場

合＝設置者は(Ａ) 

建物所有者(Ｂ)と居住者(Ｂ)

が同一で、土地所有者(Ａ)が

異なる場合＝設置者は(Ｂ) 

土地所有者(Ａ)、建物所有者

(Ｂ)、居住者(Ｃ)がそれぞれ

異なる場合＝設置者は(Ｂ) 

 

Ⅱ 水洗便所改造資金融資あっせん制度について 

○ 既存の汲み取り便所を水洗トイレに改造（浄化槽を廃止し、汚水ますに直結す

る工事及び排水設備工事を含む。）する際、市が利子を支払う「水洗便所改造資

金融資あっせん制度」を設けています（下水道法第１１条の３第６項）。 

 

１．助 成 の 対 象 

○ 処理区域内の家庭で、処理開始の日から３年以内に建築物の汲み取り便所を水

洗トイレに改造したり、既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に直結する工事

等を行う場合等で、次の条件を満たしている個人を対象とします。 

①処理区域内の建築物の所有者または改造工事について当該建築物の所有者の

同意を得た使用者 

②公共下水道事業受益者負担金、下水道使用料及び市税等を完納している方 

③改造資金を一時に負担することが困難である方 

④融資額の返済能力がある方 

⑤市内在住の確実な連帯保証人を有する方 

 

 

居住者Ａ 

 

 

建物所有者Ａ 

 

土地所有者Ａ 

居住者Ｂ 

 

 

建物所有者Ｂ 

 

土地所有者Ａ 

居住者Ｃ 

 

 

建物所有者Ｂ 

 

土地所有者Ａ 
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２．融資あっせんの内容 

○ 融資あっせん額・・・ 改造工事１件につき５万円以上５０万円以内。 

 ※改造工事１件とは、１個の便槽及び１個の浄化槽を改造するもの。 

○ 融資額の返済 ・・・ 融資を受けた月の翌月から５０ヶ月以内。 

○ 利 子 の 支 払 ・・・ 利子は無利子とします。（市が利子補給します） 

○ 償 還 方 法 ・・・ 毎月元金均等で償還していただきます。（毎月１万円） 

○ 取扱金融機関 ・・・ 指定した金融機関とします。 

 

３．融資あっせんの手続き 

    ①融資あっせんの申請          ③融資の手続き 

 

    ②可否の決定通知            ④融資額の振込み 

 

   

⑤融資の利子補給 

 

４．融資あっせんの取消し及び融資額等の返還 

○ 融資決定を受けた方が次の事項に該当した場合は融資あっせんを取り消し、既

に融資を行っている場合には融資額及び利子の返還を行っていただきます。 

① 融資条件を欠くこととなったとき。 

② 偽り、その他不正な手段により融資を受けたとき。 

③ 償還を２ヶ月以上怠ったとき。 

④ その他市長が融資の取消しを必要と認めたとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 者 

大 洲 市 金融機関 



 - 14 - 
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～ メ モ ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


